
JP 6101779 B1 2017.3.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向、幅方向、及び厚さ方向を有し、
　液体を吸収する吸収体と、
　前記吸収体よりも前記厚さ方向の肌側に配置された肌側シートと、
　前記吸収体よりも前記厚さ方向の非肌側に配置された非肌側シートと、
　前記長手方向の中央部に設けられ、前記幅方向の外側に張り出した一対のウイングと、
　前記ウイングの前記非肌側に設けられたウイング接着部と、
　前記長手方向に沿って前記非肌側シートの前記非肌側に設けられた、前記ウイング接着
部とは異なる本体接着部と、
を有する吸収性物品であって、
　前記肌側に折れ曲がるように誘導する折り曲げ誘導部が、前記幅方向の中央部において
、前記長手方向に沿って設けられており、
　前記折り曲げ誘導部は、前記長手方向において、前記ウイング接着部と重なり部分を有
し、
　前記長手方向において前記ウイング接着部よりも前方又は後方に、前記本体接着部を前
後に分割する分割領域が設けられている
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　請求項１に記載の吸収性物品であって、
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　前記ウイングは、前記ウイング接着部の前方における、前記幅方向の長さが最も短い位
置と、前記ウイング接着部の後方における、前記幅方向の長さが最も短い位置との間の前
記長手方向の領域に設けられており、
　前記分割領域は、前記長手方向において、前記ウイングの前方端よりも前方、又は前記
ウイングの後方端よりも後方に設けられている
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項３】
　請求項２に記載の吸収性物品であって、
　前記分割領域は、前記長手方向において、前記ウイングの前記前方端よりも前方及び前
記後方端よりも後方に設けられている
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　前記幅方向に沿った折り線が前記分割領域に位置している
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　前記折り曲げ誘導部と前記本体接着部とは、前記幅方向において、重なり部分を有して
いない
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　前記折り曲げ誘導部の前記幅方向の両側には、前記長手方向に沿った圧搾部が設けられ
ており、
　前記圧搾部は、前記分割領域において前後に分割されている
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項７】
　請求項６に記載の吸収性物品であって、
　前記圧搾部のうち前記長手方向の前記中央部の側に位置する中央圧搾部は、前記分割領
域の側の先端部が前記幅方向の内側から外側へ向かって傾斜している
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項８】
　請求項７に記載の吸収性物品であって、
　前記中央圧搾部の前記分割領域の側の前記先端部は、前記長手方向において、前記中央
圧搾部よりも前記長手方向の前方側又は後方側に位置する前後圧搾部の前記分割領域の側
の先端部と重なり部分を有している
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項９】
　請求項８に記載の吸収性物品であって、
　前記幅方向に沿った折り線が、前記分割領域の前記長手方向の中央に位置しており、
　前記中央圧搾部の前記先端部と前記前後圧搾部の前記先端部との間に介在する領域は、
前記折り線と重ならない部分を有する
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の吸収性物品であって、
　前記前後圧搾部の前記先端部は、前記中央圧搾部の前記先端部よりも前記幅方向の内側
に位置している
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の吸収性物品であって、
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　前記前記長手方向において前記ウイング接着部よりも後方には、前記幅方向の前記中央
部を横断する横断圧搾部が設けられている
ことを特徴とする吸収性物品。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の吸収性物品であって、
　前記折り曲げ誘導部は、前記長手方向において、前記ウイングと重なる位置に設けられ
ている
ことを特徴とする吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品として生理用ナプキンが知られている。例えば、特許文献１には、透
液性表面シートと、不透液性裏面シートと、これら両シートの間に介装された吸収体とを
備えたものが開示されている。
【０００３】
　この生理用ナプキンは、吸収体の非肌当接面側であって幅方向の中央部に、長手方向に
沿ったエンボス溝が形成されている。着用時において、このエンボス溝により、吸収体の
中央領域が着用者の肌側に隆起するように変形して、排泄口が接触する領域（排血口部）
に密着する。エンボス溝の幅方向の両側には、下着に固定するための接着部（ズレ止め粘
着剤層）が長手方向に沿って連続して設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－９５６８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された生理用ナプキンのように、着用時において、幅方向の中央部が
着用者の肌側へ向かって突出して凸形状となるように変形する吸収性物品では、接着部が
長手方向に沿って前方側から後方側に亘って連続して設けられていると、接着部の剛性に
より、接着部を横断する領域を起点としてナプキン１を着用者の肌側に立ち上げることが
難しい。よって、排泄口が接触する領域よりも前方又は後方において平面形状を維持させ
た状態で着用者の肌側へ向かって立ち上げて、着用者の肌に対して平面的に接触させづら
くなるため、フィット性が良くない。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは
、排泄口が接触する領域よりも前方又は後方においても、フィット性を良好にすることが
可能な吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための主たる発明は、長手方向、幅方向、及び厚さ方向を有し、液
体を吸収する吸収体と、前記吸収体よりも前記厚さ方向の肌側に配置された肌側シートと
、前記吸収体よりも前記厚さ方向の非肌側に配置された非肌側シートと、前記長手方向の
中央部に設けられ、前記幅方向の外側に張り出した一対のウイングと、前記ウイングの前
記非肌側に設けられたウイング接着部と、前記長手方向に沿って前記非肌側シートの前記
非肌側に設けられた、前記ウイング接着部とは異なる本体接着部と、を有する吸収性物品
であって、前記肌側に折れ曲がるように誘導する折り曲げ誘導部が、前記幅方向の中央部
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において、前記長手方向に沿って設けられており、前記折り曲げ誘導部は、前記長手方向
において、前記ウイング接着部と重なり部分を有し、前記長手方向において前記ウイング
接着部よりも前方又は後方に、前記本体接着部を前後に分割する分割領域が設けられてい
ることを特徴とする吸収性物品である。本発明の他の特徴については、本明細書及び添付
図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、排泄口が接触する領域よりも前方又は後方においても、フィット性を
良好にすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係るナプキンを厚さ方向の肌側から見た概略平面図である。
【図２】ナプキンを厚さ方向の非肌側から見た概略平面図である。
【図３】図１のIII－III線断面図である。
【図４】図４Ａは、ナプキンの使用態様及び着用時におけるナプキンの状態について説明
する概略断面図であり、図４Ｂは、着用時におけるナプキンの全体形状を示す概略斜視図
である。
【図５】圧搾部の構成及び位置関係を示す説明図である。
【図６】図５のＡ部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１１】
　長手方向、幅方向、及び厚さ方向を有し、液体を吸収する吸収体と、前記吸収体よりも
前記厚さ方向の肌側に配置された肌側シートと、前記吸収体よりも前記厚さ方向の非肌側
に配置された非肌側シートと、前記長手方向の中央部に設けられ、前記幅方向の外側に張
り出した一対のウイングと、前記ウイングの前記非肌側に設けられたウイング接着部と、
前記長手方向に沿って前記非肌側シートの前記非肌側に設けられた、前記ウイング接着部
とは異なる本体接着部と、を有する吸収性物品であって、前記肌側に折れ曲がるように誘
導する折り曲げ誘導部が、前記幅方向の中央部において、前記長手方向に沿って設けられ
ており、前記折り曲げ誘導部は、前記長手方向において、前記ウイング接着部と重なり部
分を有し、前記長手方向において前記ウイング接着部よりも前方又は後方に、前記本体接
着部を前後に分割する分割領域が設けられている吸収性物品が明らかとなる。
【００１２】
　このような吸収性物品によれば、本体接着部が長手方向においてウイング接着部よりも
前方又は後方の位置において分割されているため、排泄口が接触する領域（長手方向にお
いてウイング接着部と重なる領域、すなわち、一対のウイング接着部の幅方向の間に挟ま
れた領域）の幅方向の中央部では、折り曲げ誘導部によって肌側へ凸形状に変形しやすく
なり、排泄口が接触する領域よりも前方又は後方では折り曲げ誘導部による凸変形の誘導
が緩和されて平面形状を維持しやすくなる。これにより、排泄口が接触する領域よりも前
方又は後方において、着用者の肌に平面的に接触させやすくなり、フィット性が良好にな
る。
【００１３】
　かかる吸収性物品であって、前記ウイングは、前記ウイング接着部の前方における、前
記幅方向の長さが最も短い位置と、前記ウイング接着部の後方における、前記幅方向の長
さが最も短い位置との間の前記長手方向の領域に設けられており、前記分割領域は、前記
長手方向において、前記ウイングの前方端よりも前方、又は前記ウイングの後方端よりも
後方に設けられていることが望ましい。
【００１４】
　このような吸収性物品によれば、分割領域がウイングの前方端よりもさらに前方、又は
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ウイングの後方端よりもさらに後方に設けられていることにより、着用者の股下に位置す
るより広い領域において、折り曲げ誘導部による凸形状を維持して排泄口へのフィット性
を向上させることができる。
【００１５】
　かかる吸収性物品であって、前記分割領域は、前記長手方向において、前記ウイングの
前記前方端よりも前方及び前記後方端よりも後方に設けられていることが望ましい。
【００１６】
　このような吸収性物品によれば、本体接着部が、長手方向において、ウイングよりも前
方及び後方において分割されているため、前方及び後方の両方の側においても折り曲げ誘
導部による凸変形の誘導が緩和されて平面形状を維持しやすくなる。これにより、排泄口
が接触する領域よりも前方及び後方において、着用者の肌に平面的に接触させやすくなり
、フィット性がより良好になる。
【００１７】
　かかる吸収性物品であって、前記幅方向に沿った折り線が前記分割領域に位置している
ことが望ましい。
【００１８】
　このような吸収性物品によれば、分割領域に個包装のための折り線を配置させることに
よって分割領域よりも前方又は後方において当該折り線による皺や歪みの発生を抑制する
と共に、折り曲げ誘導部による凸変形の誘導を断ち切ることが可能となるため、平面形状
が維持されやすくなる。
【００１９】
　かかる吸収性物品であって、前記折り曲げ誘導部と前記本体接着部とは、前記幅方向に
おいて、重なり部分を有していないことが望ましい。
【００２０】
　このような吸収性物品によれば、折り曲げ誘導部が設けられた位置に本体接着部が配置
されていないため、着用者の肌側へ向かって凸形状に変形しようとした場合に、本体接着
部が幅方向に近づき接着されてしまうといった事態が抑制され、排泄口が接触する領域に
おいて折り曲げ誘導部による凸形状がきれいに形成されやすくなる。
【００２１】
　かかる吸収性物品であって、前記折り曲げ誘導部の前記幅方向の両側には、前記長手方
向に沿った圧搾部が設けられており、前記圧搾部は、前記分割領域において前後に分割さ
れていることが望ましい。
【００２２】
　このような吸収性物品によれば、分割領域において、本体接着部と共に圧搾部も分割さ
れていることにより、排泄口が接触する領域よりも前方又は後方において折り曲げ誘導部
による凸変形の誘導がより緩和されて平面形状を維持しやすくなる。
【００２３】
　かかる吸収性物品であって、前記圧搾部のうち前記長手方向の前記中央部の側に位置す
る中央圧搾部は、前記分割領域の側の先端部が前記幅方向の内側から外側へ向かって傾斜
していることが望ましい。
【００２４】
　このような吸収性物品によれば、中央圧搾部の先端部が幅方向の内側から外側へ向かっ
て傾斜していることにより、中央側から前方側又は後方側へ向かうに連れて圧搾部の間に
挟まれた領域が広がり、前方側又は後方側へ向かって平面形状に誘導されやすくなる。
【００２５】
　かかる吸収性物品であって、前記中央圧搾部の前記分割領域の側の前記先端部は、前記
長手方向において、前記中央圧搾部よりも前記長手方向の前方側又は後方側に位置する前
後圧搾部の前記分割領域の側の先端部と重なり部分を有していることが望ましい。
【００２６】
　このような吸収性物品によれば、中央圧搾部の先端部と前後圧搾部の先端部との間に挟
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まれた領域は、剛性の高い圧搾部（中央圧搾部及び前後圧搾部）によって挟まれるため、
当該領域内に皺やよれが発生しにくく、平面形状を維持しやすくなる。これにより、排泄
口が接触する領域よりも前方及び後方における吸収性物品の着用者の肌側への立ち上がり
をより平面的に誘導することが可能となる。
【００２７】
　かかる吸収性物品であって、前記幅方向に沿った折り線が、前記分割領域の前記長手方
向の中央に位置しており、前記中央圧搾部の前記先端部と前記前後圧搾部の前記先端部と
の間に介在する領域は、前記折り線と重ならない部分を有することが望ましい。
【００２８】
　このような吸収性物品によれば、中央圧搾部の先端部と前後圧搾部の先端部とによって
挟まれた領域は、折り線と重ならない部分を有するため、当該重ならない部分では、折り
線が当該領域の平面形状が維持される。これにより、排泄口が接触する領域よりも前方又
は後方における吸収性物品の着用者の肌側への立ち上がりをより平面的に誘導することが
可能となる。
【００２９】
　かかる吸収性物品であって、前記前後圧搾部の前記先端部は、前記中央圧搾部の前記先
端部よりも前記幅方向の内側に位置していることが望ましい。
【００３０】
　このような吸収性物品によれば、前後圧搾部の先端部が中央圧搾部の先端部よりも幅方
向の内側に位置していることによって、折り曲げ誘導部による凸形状に誘導する力が幅方
向の外側へ向かってより逃げやすくなるため、排泄口が接触する領域よりも前方又は後方
において平面形状になりやすい。
【００３１】
　かかる吸収性物品であって、前記前記長手方向において前記ウイング接着部よりも後方
には、前記幅方向の前記中央部を横断する横断圧搾部が設けられていることが望ましい。
【００３２】
　このような吸収性物品によれば、排泄口が接触する領域よりも後方において幅方向の中
央部に設けられた折り曲げ誘導部による凸変形の誘導が伝わりにくくなり、当該後方にお
いて平面形状が維持されやすくなる。
【００３３】
　かかる吸収性物品であって、前記折り曲げ誘導部は、前記長手方向において、前記ウイ
ングと重なる位置に設けられていることが望ましい。
【００３４】
　このような吸収性物品によれば、長手方向において、ウイングと重なる位置（長手方向
の中央部）に、折り曲げ誘導部が設けられているため、排泄口が接触する領域を含む一対
のウイングの間の幅方向の領域よりも前方又は後方において折り曲げ誘導部による凸変形
の影響が抑制されて、より平面形状が維持されやすくなる。
【００３５】
＝＝＝実施形態＝＝＝
　本発明の実施形態に係る吸収性物品の一例として、生理用ナプキン１（以下では、単に
ナプキン１とする）について説明する。なお、当該吸収性物品には、所謂おりものシート
（例えばパンティライナー）等も含まれており、生理用ナプキンに限定されるものではな
い。
【００３６】
＜ナプキン１の構成＞
　まず、ナプキン１の構成について、図１～図３を参照して説明する。
【００３７】
　図１は、本発明の実施形態に係るナプキン１を厚さ方向の肌側から見た概略平面図であ
る。図２は、ナプキン１を厚さ方向の非肌側から見た概略平面図である。図３は、図１の
III－III線断面図である。
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【００３８】
　ナプキン１は、図１及び図２に示すように平面視縦長形状のシート状部材であり、長手
方向、幅方向、及び厚さ方向を有している。以下の説明において、「長手方向」とは、ナ
プキン１の製品の長手方向を示し、「厚さ方向」とは、ナプキン１の製品が有する厚みの
方向を示し、「幅方向」とは、長手方向及び厚さ方向に直交する短手方向を示す。なお、
長手方向において、ナプキン１の使用時における使用者の腹側の方向を「前方」とし、使
用者の背側の方向を「後方」とする。また、厚さ方向は、ナプキン１の使用時において使
用者の肌と接する側となる「肌側」と、その反対側となる「非肌側」とを有する。
【００３９】
　図３に示すように、ナプキン１は、経血等の液体を吸収する吸収体３と、吸収体３より
も厚さ方向の肌側に配置されたトップシート２と、吸収体３よりも厚さ方向の非肌側に配
置されたバックシート４と、を備える。
【００４０】
　また、ナプキン１は、長手方向の中央部に設けられ、幅方向の外側に張り出した一対の
ウイング１００を有する。各ウイング１００の非肌側には、ウイング接着部５２が設けら
れている。ナプキン１を使用する際には、各ウイング１００を非肌側に向かって折り曲げ
、各ウイング接着部５２を下着等の股下部の外側に貼り付けて、ナプキン１を下着等に固
定する。
【００４１】
　ここで、一方のウイング接着部５２と他方のウイング接着部５２との幅方向の間に挟ま
れた領域のうち幅方向の中央部は、ナプキン１の着用時に着用者の排泄口が接触する部分
である。以下の説明では、一方のウイング接着部５２と他方のウイング接着部５２との幅
方向の間に挟まれ、かつウイング接着部５２の前方端から後方端までの長手方向の領域を
「排泄口接触領域１０Ａ」とする（図２参照）。
【００４２】
　図２に示すように、ウイング１００は、ウイング接着部５２の前方における幅方向の長
さが最も短い（図２のＷ１）位置と、ウイング接着部５２の後方における幅方向の長さが
最も短い（図２のＷ２）位置との間の長手方向の領域に設けられている。そこで、以下の
説明では、このウイング１００が設けられた長手方向の領域を「ウイング領域１００Ａ」
とする。このウイング領域１００Ａは、長手方向において排泄口接触領域１０Ａよりも前
方及び後方まで広がった領域である。
【００４３】
　図３に示すように、トップシート２と吸収体３とは、表面接着剤２Ａによって厚さ方向
に接着されており、吸収体３とバックシート４とは、裏面接着剤４Ａによって厚さ方向に
接着されている。表面接着剤２Ａ及び裏面接着剤４Ａには、例えばホットメルト接着剤等
を用いることができ、表面接着剤２Ａ及び裏面接着剤４Ａの塗布パターンとしては、例え
ばΩパターンやスパイラルパターン、ストライプパターン等が挙げられる。
【００４４】
　トップシート２は、経血等の液体を厚さ方向の肌側から非肌側へ向かって透過させる透
過性の肌側シートの一態様であり、例えばエアスルー不織布等の柔軟なシート部材を用い
ることができる。図１に示すように、トップシート２は、平面視において吸収体３よりも
大きく形成され、図３に示すように、厚さ方向の肌側から吸収体３を覆っている。
【００４５】
　トップシート２は、吸収体３よりも長手方向及び幅方向の外側に位置した外周部２１（
図１において砂地で示す）と、長手方向の中央部において幅方向の外側に張り出した一対
の張り出し部２２と、を有している。図１では、吸収体３を破線で、外周部２１の内側の
縁を二点鎖線で、それぞれ示している。
【００４６】
　吸収体３は、経血等の液体を吸収して内部に保持する部材である。図３に示すように、
吸収体３は、吸収性コア３１と、吸収性コア３１よりも厚さ方向の肌側（トップシート２
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側）に配置された肌側カバーシート３２と、吸収性コア３１よりも厚さ方向の非肌側（バ
ックシート４側）に配置された非肌側カバーシート３３と、を備える。
【００４７】
　図３に示すように、吸収性コア３１と肌側カバーシート３２、及び吸収性コア３１と非
肌側カバーシート３３とは、ホットメルト接着剤等の吸収体接着剤３Ａによってそれぞれ
厚さ方向に接着されている。
【００４８】
　吸収性コア３１には、例えばパルプ繊維等の液体吸収性繊維が用いられる。なお、液体
吸収性繊維に加えて、高吸収性ポリマー（所謂ＳＡＰ）等が含まれていてもよい。肌側カ
バーシート３２には、例えばエアスルー不織布等の液透過性に優れた部材が用いられる。
非肌側カバーシート３３には、例えばＳＭＳ（スパンボンド／メルトブローン／スパンボ
ンド）不織布等の柔軟性に優れた部材が用いられる。
【００４９】
　吸収体３には、肌側に折れ曲がるように誘導する折り曲げ誘導部３０が、幅方向の中央
部において長手方向に沿って設けられている。ここで、「厚さ方向の肌側に折れ曲がる」
とは、より具体的には、肌側に向かって突出して凸形状に変形して折れ曲がることをいう
。
【００５０】
　本実施形態では、折り曲げ誘導部３０は、長手方向においてウイング１００と重なる位
置、すなわちウイング領域１００Ａに設けられている。このように、折り曲げ誘導部３０
が長手方向の一部にだけ設けられている場合でも、折り曲げ誘導部３０が設けられていな
い場合と比較して、ナプキン１は肌側へ突出して凸形状に変形しやすくなる。
【００５１】
　なお、折り曲げ誘導部３０は、少なくとも長手方向においてウイング接着部５２と重な
り部分を有していればよく、すなわち排泄口接触領域１０Ａに設けられていればよく、吸
収体３の長手方向の全体に亘って設けられていてもよい。
【００５２】
　この折り曲げ誘導部３０は、製造段階において吸収体３を予め折ることによって形成さ
れたものであってもよいし、他に例えば、エンボス加工やスリット状の溝（ヒンジ）等に
よって形成されたものであってもよい。本実施形態では、折り曲げ誘導部３０は、吸収体
３に形成されたものであるが、これに限らず、例えばナプキン１全体を予め折る等して形
成されたものであってもよい。
【００５３】
　図１及び図２に示すように、折り曲げ誘導部３０は、基準線３０Ｃを幅方向の中心とし
て所定の幅を有した形状となっている。図１及び図２では、基準線３０Ｃを一点鎖線で、
折り曲げ誘導部３０の幅方向の両端を破線で、それぞれ示している。
【００５４】
　バックシート４は、防漏機能を有する液不透過性の非肌側シートの一態様であり、例え
ばポリエチレン（ＰＥ）等の樹脂フィルムを用いることができる。図２に示すように、バ
ックシート４は、トップシート２と同様に、平面視において吸収体３よりも大きく形成さ
れ、図３に示すように、厚さ方向の非肌側から吸収体３を覆っている。
【００５５】
　バックシート４は、吸収体３よりも長手方向及び幅方向の外側に位置した外周部４１（
図２において砂地で示す）と、長手方向の中央部において幅方向の外側に張り出した一対
の張り出し部４２と、を有している。図２では、吸収体３を破線で、外周部４１の内側の
縁を二点鎖線で、それぞれ示している。
【００５６】
　ナプキン１は、トップシート２の外周部２１（図１参照）とバックシート４の外周部４
１（図２参照）とが接合されて、吸収体３がトップシート２とバックシート４との間に保
持される構造となっている。また、トップシート３の一対の張り出し部３２（図１参照）



(9) JP 6101779 B1 2017.3.22

10

20

30

40

50

とバックシート４の一対の張り出し部４２（図１参照）とが接合されることにより、一対
のウイング１００が形成されている。
【００５７】
　バックシート４の非肌側には、ウイング接着部５２と、ウイング接着部５２とは異なる
本体接着部５１とが設けられている。図２では、本体接着部５１及びウイング接着部５２
をそれぞれ、斜線で示している。
【００５８】
　ウイング接着部５２は、本実施形態では、長手方向に長辺を有する長方形状の接着剤が
幅方向に２つ並ぶことにより形成されている。なお、ウイング１００の大きさの範囲内の
大きさであれば、ウイング接着部５２の形状については特に制限はない。
【００５９】
　本体接着部５１は、幅方向においてウイング接着部５２よりも内側に、長手方向に沿っ
て設けられている。また、バックシート４の非肌側には、長手方向においてウイング接着
部５２よりも前方（排泄口接触領域１０Ａよりも前方）に、本体接着部５１を前後に分割
する前方分割領域５１１が設けられていると共に、長手方向においてウイング接着部５２
よりも後方（排泄口接触領域１０Ａよりも後方）に、本体接着部５１を前後に分割する後
方分割領域５１２が設けられている。
【００６０】
　このように、前方分割領域５１１によって、排泄口接触領域１０Ａよりも前方において
本体接着部５１が前後に分割されると共に、後方分割領域５１２によって、排泄口接触領
域１０Ａよりも後方において本体接着部５１が前後に分割されることにより、前方分割領
域５１１及び後方分割領域５１２を起点として着用者の肌側へ向かってナプキン１を立ち
上げることができる。
【００６１】
　仮に、前方分割領域５１１及び後方分割領域５１２が設けられていない場合には、本体
接着部５１を横断した領域がナプキン１の立ち上がりの起点となる。この場合、本体接着
部５１の剛性によってナプキン１は着用者の肌側へ立ち上がりにくくなる。しかしながら
、前方分割領域５１１及び後方分割領域５１２を起点としてナプキン１を立ち上げること
が可能となるため、排泄口接触領域１０Ａよりも前方及び後方において、ナプキン１は平
面形状を維持しやすくすることができる。
【００６２】
　また、ウイング領域１００Ａに設けられた折り曲げ誘導部３０によって肌側へ凸形状に
変形する力を、前方分割領域５１１及び後方分割領域５１２で断ち切ることができ、ウイ
ング領域１００Ａよりも前方及び後方では、折り曲げ誘導部３０による肌側への凸変形の
誘導が緩和されて、ナプキン１の平面形状をより維持しやすくすることができる。
【００６３】
　本実施形態では、前方分割領域５１１は、長手方向においてウイング１００の前方端１
０１よりも前方（ウイング領域１００Ａよりも前方）に設けられ、後方分割領域５１２は
、長手方向においてウイング１００の後方端１０２よりも後方（ウイング領域１００Ａよ
りも後方）に設けられている。そして、前述したように、折り曲げ誘導部３０がウイング
領域１００Ａにのみ設けられている。
【００６４】
　これにより、排泄口接触領域１０Ａよりも長手方向に大きい領域であるウイング領域１
００Ａでは、折り曲げ誘導部３０による肌側への凸形状の変形を維持することができると
共に、ウイング領域１００Ａよりも前方及び後方では、前方分割領域５１１及び後方分割
領域５１２を起点としてナプキン１が着用者の肌側へ向かって立ち上がり、折り曲げ誘導
部３０による肌側への凸変形の誘導が緩和されて平面形状を維持しやすくすることができ
る。
【００６５】
　なお、本実施形態では、ナプキン１は、前方分割領域５１１及び後方分割領域５１２を
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有しているが、少なくとも長手方向においてウイング接着部５２よりも前方又は後方（排
泄口接触領域１０Ａよりも前方又は後方）に、本体接着部５１を前後に分割する分割領域
が設けられていればよい。
【００６６】
　図２に示すように、本体接着部５１は、折り曲げ誘導部３０の幅方向の両側においてそ
れぞれ、長手方向に沿った帯状の接着剤が幅方向に４つ並んで形成されている。すなわち
、折り曲げ誘導部３０と本体接着部５１とは、幅方向において重なり部分を有していない
。
【００６７】
　仮に、折り曲げ誘導部３０と本体接着部５１とが幅方向において重なり部分を有する場
合には、折り曲げ誘導部３０によってナプキン１が肌側へ向かって凸形状に変形しようと
した際、本体接着部５１のうち折り曲げ誘導部３０と幅方向に重なる部分が幅方向に互い
に近づいて不用意に接着されてしまうといった事態が生じる。しかしながら、折り曲げ誘
導部３０と本体接着部５１とが幅方向において重なり部分を有していないため、折り曲げ
誘導部３０によってナプキン１が肌側へ向かって凸形状に変形しようとした際に本体接着
部５１が不用意に接着されてしまうことがなくなり、折り曲げ誘導部３０による肌側への
凸形状がきれいに形成されやすくなる。なお、本体接着部５１は、必ずしも折り曲げ誘導
部３０の幅方向の両側に配置されている必要はなく、少なくとも排泄口接触領域１０Ａよ
りも前方又は後方において前後に分割されていればよい。
【００６８】
　また、図２に示すように、幅方向に沿った前方折り線１１が前方分割領域５１１に位置
しており、同様に、幅方向に沿った後方折り線１２が後方分割領域５１２に位置している
。前方折り線１１及び後方折り線１２は、ナプキン１を包装する際にナプキン１を長手方
向に折り畳むための折り線である。
【００６９】
　前方折り線１１及び後方折り線１２はそれぞれ、ナプキン１の幅方向の一端から他端に
亘って直線状に形成されている。なお、ナプキン１は厚みを有しているため、前方折り線
１１は基準線１１Ｃを長手方向の中心として、後方折り線１２は基準線１２Ｃを長手方向
の中心として、前後に所定の距離をそれぞれ有している。図２では、基準線１１Ｃ及び基
準線１２Ｃを一点鎖線で、前方折り線１１の前端及び後端ならびに後方折り線１２の前端
及び後端を破線で、それぞれ示している。
【００７０】
　仮に、前方折り線１１及び後方折り線１２が本体接着部５１と重なる位置に設けられて
いる場合には、包装時においてナプキン１が長手方向に折り畳まれる際に、本体接着部５
１が有する粘着性等によってバックシート４に皺や歪みが発生する可能性がある。しかし
ながら、接着剤が存在しない前方分割領域５１１に前方折り線１１を配置させ、同様に接
着剤が存在しない後方分割領域５１２に後方折り線１２を配置させることによって、バッ
クシート４において不用意な皺や歪みを発生させずにすむ。
【００７１】
　また、幅方向に沿った前方折り線１１及び後方折り線１２によって長手方向に沿った折
り曲げ誘導部３０による肌側への凸形状の変形が断ち切られ、前方分割領域５１１よりも
前方及び後方分割領域５１２よりも後方において平面形状を維持しやすくすることができ
る。
【００７２】
　図１及び図３に示すように、トップシート２と吸収体３とは、圧搾部６により厚さ方向
に接合された状態で一体化されている。圧搾部６は、中央圧搾部６０と、前方圧搾部６１
と、後方圧搾部６２とに分割されており、全体としては吸収体３の外縁に沿った長手方向
に細長い環状をなしている。圧搾部６の具体的な構成及び位置関係については、後述する
。
【００７３】
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　また、トップシート２と吸収体３とは、圧搾部６（中央圧搾部６０、前方圧搾部６１、
及び後方圧搾部６２）の他に、横断圧搾部８により厚さ方向に接合された状態で一体化さ
れている。横断圧搾部８は、長手方向においてウイング接着部５２よりも後方（排泄口接
触領域１０Ａよりも後方）に、幅方向の中央部を横断して設けられている。なお、本実施
形態では、横断圧搾部８は、ウイング領域１００Ａよりも後方に配置されている。
【００７４】
　これにより、排泄口接触領域１０Ａよりも後方において、幅方向の中央部に長手方向に
沿って設けられた折り曲げ誘導部３０による肌側へ凸形状に変形する力が伝わりにくくな
り平面形状をより維持しやすくすることができる。
【００７５】
　なお、圧搾部６及び横断圧搾部８では、トップシート２及び吸収体３に対して厚さ方向
に圧力を加えることによって、トップシート２及び吸収体３の厚みが薄くなっており、密
度が周囲よりも高い状態となっている。
【００７６】
＜ナプキン１の使用態様及び着用時の形状について＞
　次に、ナプキン１の使用態様、及び着用時におけるナプキン１の形状について、図４Ａ
及び図４Ｂを参照して説明する。
【００７７】
　図４Ａは、ナプキン１の使用態様及び着用時におけるナプキン１の状態について説明す
る概略断面図である。図４Ｂは、着用時におけるナプキン１の全体形状を示す概略斜視図
である。
【００７８】
　図４Ａに示すように、使用者７がナプキン１を装着する際には、ナプキン１を下着等の
股下部に固定させた状態で、下着等を使用者７の股間７０側に引き上げる。このとき、状
態Ａに示すように、ナプキン１は、少なくとも排泄口接触領域１０Ａでは、幅方向の中央
部が肌側（図４Ａにおける上側）に突出するように凸形状に変形して折れ曲がった状態で
引き上げられる。
【００７９】
　ナプキン１が使用者７の股間７０に装着されると、状態Ｂに示すように、折り曲げ誘導
部３０が膣口等の排泄口７０Ａが存在する陰唇に接触する。これにより、ナプキン１の良
好なフィット性を使用者７に感じさせると共に、経血等の排泄液を外部に漏らすことなく
吸収体３に吸収させることが可能となる。
【００８０】
　そして、図４Ｂに示すように、排泄口接触領域１０Ａよりも前方に位置する前方分割領
域５１１、及び排泄口接触領域１０Ａよりも後方に位置する後方分割領域５１２を起点と
してナプキン１が着用者の肌側へ向かって立ち上がるため、排泄口接触領域１０Ａよりも
前方及び後方において折り曲げ誘導部３０による肌側への凸変形の誘導が緩和されて平面
形状が維持されやすくなる。これにより、ナプキン１は、外観が舟形状となる。したがっ
て、排泄口接触領域１０Ａよりも前方（着用者の腹側）及び後方（着用者の臀部側）では
、着用者の肌に対して平面的に接触させやすくなり、フィット性が良好となる。
【００８１】
＜圧搾部６の構成及び位置関係＞
　次に、圧搾部６の具体的な構成及び位置関係について、図５及び図６を参照して説明す
る。
【００８２】
　図５は、圧搾部６の構成及び位置関係を示す説明図である。図６は、図５のＡ部拡大図
である。図５では、本体接着部５１及びウイング接着部５２をそれぞれ、破線及び斜線で
示している。
【００８３】
　図５に示すように、圧搾部６は、前方分割領域５１１によって中央圧搾部６０と前方圧
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搾部６１とに分割され、後方分割領域５１２によって中央圧搾部６０と後方圧搾部６２と
に分割されている。このように、排泄口接触領域１０Ａよりも前方に位置する前方分割領
域５１１、及び排泄口接触領域１０Ａよりも後方に位置する後方分割領域５１２において
それぞれ、本体接着部５１と共に圧搾部６も前後に分割されていることにより、排泄口接
触領域１０Ａよりも前方及び後方において、折り曲げ誘導部３０による凸変形の誘導がよ
り緩和されて平面形状を維持しやすくなる。
【００８４】
　中央圧搾部６０は、折り曲げ誘導部３０の幅方向の両側に、長手方向に沿った略直線状
に設けられている。本実施形態では、前方圧搾部６１は、ウイング領域１００Ａ（図２参
照）よりも前方に設けられており、後方圧搾部６２は、ウイング領域１００Ａよりも後方
に設けられている。前方圧搾部６１及び後方圧搾部６２（前後圧搾部）はそれぞれ、略円
弧状を有している。
【００８５】
　図５及び図６に示すように、中央圧搾部６０は、前方分割領域５１１側の先端部６０１
及び後方分割領域５１２側の先端部６０２が、幅方向の内側から外側へ向かって傾斜して
いる。これにより、ナプキン１の長手方向の中央側から前方側、及び中央側から後方側へ
それぞれ向かうに連れて、一対の中央圧搾部６０の幅方向の間に挟まれた平面状の領域が
幅方向に広がり、ナプキン１の前方側及び後方側では、着用者の肌に対して、より広い領
域で平面的に接触させることができる。
【００８６】
　また、折り曲げ誘導部３０による凸形状に変形する力が、中央圧搾部６０に沿って幅方
向の外側へ向かって逃げるため、排泄口接触領域１０Ａよりも前方及び後方では、ナプキ
ン１がより平面形状に形成されやすくなる。
【００８７】
　図５に示すように、中央圧搾部６０の前方分割領域５１１側の先端部６０１は、長手方
向において、前方圧搾部６１の前方分割領域５１１側の先端部６１１と重なり部分を有し
、中央圧搾部６０の後方群かつ領域５１２側の先端部６０２は、長手方向において、後方
圧搾部６２の後方分割領域５１２側の先端部６２１と重なり部分を有している。
【００８８】
　これにより、中央圧搾部６０の前方分割領域５１１側の先端部６０１と前方圧搾部６１
の前方分割領域５１１側の先端部６１１との間には、前方平面領域６Ａが形成され、中央
圧搾部６０の後方分割領域５１２側の先端部６０２と後方圧搾部６２の後方分割領域５１
２側の先端部６２１との間には、後方平面領域６Ｂが形成される。
【００８９】
　前方平面領域６Ａ及び後方平面領域６Ｂはそれぞれ、剛性の高い圧搾部６によって挟ま
れた領域であるため、前方平面領域６Ａ内及び後方平面領域６Ｂ内に皺やよれが発生しに
くく、平面形状を維持することができる。これにより、排泄口接触領域１０Ａよりも前方
及び後方におけるナプキン１の着用者の肌側への立ち上がりをより平面的に誘導すること
が可能となる。
【００９０】
　さらに、本実施形態では、前方圧搾部６１の先端部６１１が中央圧搾部６０の前方分割
領域５１１側の先端部６０１よりも幅方向の内側に、後方圧搾部６２の先端部６２１が中
央圧搾部６０の後方分割領域５１２側の先端部６０２よりも幅方向の内側に、それぞれ位
置していることから、折り曲げ誘導部３０による凸形状に変形する力が幅方向の外側へ向
かってより逃げやすくなるため、排泄口接触領域１０Ａよりも前方及び後方においてより
平面形状になりやすい。
【００９１】
　図６に示すように、前方折り線１１は、前方分割領域５１１の長手方向の中央に位置し
ている。中央圧搾部６０の前方分割領域５１１側の先端部６０１は、その先端が前方折り
線１１の基準線１１Ｃに位置しており、前方圧搾部６１の前方分割領域５１１側の先端部
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６１１は、前方折り線１１を越えてウイング領域１００Ａ側に位置している。
【００９２】
　これにより、前方平面領域６Ａは、前方折り線１１と重ならない部分を有するため、当
該重ならない部分では、前方折り線１１が前方平面領域６Ａを横断することがないため、
前方平面領域６Ａの平面形状が維持される。これにより、排泄口接触領域１０Ａよりも前
方におけるナプキン１の着用者の肌側への立ち上がりをより平面的に誘導することが可能
となる。
【００９３】
　なお、前方折り線１１の長手方向の幅Ｈ（図６参照）の寸法によっては、中央圧搾部６
０の前方分割領域５１１側の先端部６０１と前方圧搾部６１の前方分割領域５１１側の先
端部６１１との間の領域６Ａが前方折り線１１と完全に重ならない場合もあり、この場合
の方がより望ましい。
【００９４】
　図６を参照して、前方折り線１１と中央圧搾部６０及び前方圧搾部６１との関係を説明
してきたが、このことは後方折り線１２と中央圧搾部６０及び後方圧搾部６２との関係に
ついても同様である。
【００９５】
　本実施形態では、圧搾部６は、前方分割領域５１１及び後方分割領域５１２のそれぞれ
において前後に分割されていたが、例えば前方及び後方のうちどちらか一方において分割
されていてもよく、また、少なくとも本体接着部５１が排泄口接触領域１０Ａよりも前方
又は後方にて前後に分割されていれば、圧搾部６は前後に分割されていなくてもよい。
【００９６】
＝＝＝その他＝＝＝
　上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解
釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得
ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは言うまでもない。
【００９７】
　上記の実施形態では、ナプキン１は、前方分割領域５１１及び後方分割領域５１２の両
方を有していたが、必ずしも前方及び後方においてそれぞれ分割領域を有している必要は
なく、前方及び後方のうち少なくともどちらか一方において分割領域を有していればよい
。
【符号の説明】
【００９８】
１…ナプキン（吸収性物品）
２…トップシート（肌側シート）
３…吸収体
４…バックシート（非肌側シート）
６…圧搾部
１１…前方折り線
１２…後方折り線
３０…折り曲げ誘導部
５１…本体接着部
５２…ウイング接着部
６０…中央圧搾部
６１…前方圧搾部
６２…後方圧搾部
８…横断圧搾部
１００…ウイング
５１１…前方分割領域
５１２…後方分割領域
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６０１，６０２，６１１，６２１…先端部
【要約】
【課題】排泄口が接触する領域よりも後方においても、フィット性を良好にすることが可
能な吸収性物品を提供する。
【解決手段】吸収体３と、トップシート２と、バックシート４と、長手方向の中央部に設
けられ、幅方向の外側に張り出した一対のウイング１００と、ウイング１００の非肌側に
設けられたウイング接着部５２と、長手方向に沿ってバックシート４の非肌側に設けられ
た、ウイング接着部５２とは異なる本体接着部５１と、を有する吸収性物品であって、肌
側に折れ曲がるように誘導する折り曲げ誘導部３０が、幅方向の中央部において、長手方
向に沿って設けられており、折り曲げ誘導部３０は、長手方向において、ウイング接着部
５２と重なり部分を有し、長手方向においてウイング接着部５２よりも前方又は後方に、
本体接着部５１を前後に分割する分割領域５１１，５１２が設けられている。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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